
 

 令和 8年 4月 1日施行の民法改正により、離婚後の未成年の子の親権を父母が共同で行うことができる

ようになります。これに伴い離婚届の様式が変更となります。改正後の新様式の配付は、準備ができ次第に

なります。 

 

 未成年の子のいる方が令和 8年 4月 1日以降に旧様式（未成年の子の氏名欄に共同親権の記載がないも

の）で届出する場合は、「別紙」に記入のうえ離婚届と併せて届出をしてください。 

 「別紙」の添付がない協議離婚届の場合、窓口に当事者の二人が来庁していないと受付けできません。 

 

 

 ＊旧様式の離婚届の「未成年の子の氏名」欄及び右下のチェック欄への記入は不要です。 

 ＊旧様式の離婚届及び「別紙」それぞれに夫妻の署名が必要です。 

 

 《記入例》 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

＊親権等について詳しくは、「別紙」の下部に記載のサイトをご覧ください。 

春 原 貴 之    春 原  渚  

必ず本人が婚姻中

の氏で自筆署名し

てください。 

押印は自由です。 

✔ ✔ 

春原 栞  春原 柊

羽 

 

父母の共同親権の場合 

単独親権の場合、 

親権を行う方に記入 

✔ 

✔ 

✔ 

未成年の子の親権

者を決めます。 

氏名でご記入くだ

さい。 

裁判所で申立てされている場合 
※裁判後、親権者指定届を届出して
ください。協議ではできません。 

該当する項目にチェ

ックしてください。 

協議で親権者を定

めた場合、チェックし

てください。 


